
平成２９年度 第６回  
全国健康保険協会熊本支部評議会 

開催日時：平成３０年３月２３日（金）１４：００から１６：００ 
開催場所：全国健康保険協会熊本支部 ２階会議室 
    （熊本市中央区水前寺１丁目２０－２２水前寺センタービル２階） 
議題 
 １．平成３０年度の都道府県単位保険料率及び定款の変更について 
 ２．平成３０年度支部事業計画策定スケジュールについて 
 ３．第２期データヘルス計画について 
 ４．その他（報告） 
   （１）．九州ブロック評議会について 
   （２）．後期高齢者医療制度について 
   （３）．事業案内 

資料１ 
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議題１ 
 
平成３０年度の都道府県単位保険料率及び 
定款の変更について 
 
全国健康保険協会運営委員会（第90回）資料より作成 
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１－１．平成30年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見 （概要） 
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『妥当』、『容認』 
 とする趣旨の記載がある支部 

２４支部 

引き上げとなる支部 （１８支部中  ３支部） 

引き下げとなる支部 （２４支部中 １７支部） 

変更がない支部 （ ５支部中  ４支部） 

『やむを得ない』 
 とする趣旨の記載がある支部 １５支部 

引き上げとなる支部 （１８支部中 １０支部） 

引き下げとなる支部 （２４支部中  ４支部） 

変更がない支部 （ ５支部中  １支部） 

『反対』 
 とする趣旨の記載がある支部 
   

 ６支部 

引き上げとなる支部 （１８支部中  ５支部） 

引き下げとなる支部 （２４支部中  １支部） 

変更がない支部 （ ５支部中  ０支部） 

平均保険料率10％を維持すること
や、激変緩和率を7.2/10とするこ
とについて 『反対』 
 とする趣旨の記載がある支部 

 ２支部 

引き上げとなる支部 （１８支部中  ０支部） 

引き下げとなる支部 （２４支部中  ２支部） 

変更がない支部 （ ５支部中  ０支部） 
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＜参考＞平成29年度 都道府県単位保険料率の変更についての支部長意見 （概要） 
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『妥当』、『容認』 
 とする趣旨の記載がある支部 

１８支部 

引き上げとなる支部 （２４支部中  ３支部） 

引き下げとなる支部 （２０支部中 １４支部） 

変更がない支部 （ ３支部中  １支部） 

『やむを得ない』 
 とする趣旨の記載がある支部 １７支部 

引き上げとなる支部 （２４支部中 １１支部） 

引き下げとなる支部 （２０支部中  ４支部） 

変更がない支部 （ ３支部中  ２支部） 

『反対』 
 とする趣旨の記載がある支部 
   

 ７支部 

引き上げとなる支部 （２４支部中  ７支部） 

引き下げとなる支部 （２０支部中  ０支部） 

変更がない支部 （ ３支部中  ０支部） 

平均保険料率10％を維持すること
や、激変緩和率を5.8/10とするこ
とについて 『反対』 
 とする趣旨の記載がある支部 

 ５支部 

引き上げとなる支部 （２４支部中  ３支部） 

引き下げとなる支部 （２０支部中  ２支部） 

変更がない支部 （ ３支部中  ０支部） 
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１－２．都道府県単位保険料率の決定に関する関係条文① 
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激変緩和率による保険料率の調整 

◎健康保険法等の一部を改正する法律（平成18年法律第83号）附則 （抄） 
 第31条 平成20年10月改正健保法第160条第3項の規定に基づき算定した都道府県単位保険料率のうち、第4条の規定の施

行の日の前日における旧政管健保の一般保険料率との率の差が政令で定める基準を上回るものがある場合におい
ては、同項の規定にかかわらず、協会は、成立の日から、被保険者及びその被扶養者の健康の保持増進並びに医
療に要する費用の適正化に係る協会の各支部の取組の状況を勘案して平成36年3月31日までの間において政令で
定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、都道府県単位保険料率の調整を行い、運営委員会の議を
経て、当該算定した都道府県単位保険料率とは異なる都道府県単位保険料率を定めるものとする。 

  
◎健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成21年政令第63号）附則 （抄） 
 第4条 平成18年健保法等改正法附則第31条の政令で定める日は、平成32年3月31日とする。 
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１－３．激変緩和率による保険料率の調整 
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厚生労働省告示第16号 
 
 
 健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成21年政令第63号）附則第6条第1項第1号
ロの規定に基づき、健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第6条第1項第1号ロの規定
に基づき厚生労働大臣が定める平成22年度以降調整基礎率を次のように定める。 
 
 平成30年1月26日 
                            厚生労働大臣 加藤 勝信 
 
 
 健康保険法施行令の一部を改正する政令附則第6条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働
大臣が定める平成22年度以降調整基礎率 
 
 平成30年度に適用されるべき平成22年度以降調整基礎率は、同年度における最高第1号
都道府県単位保険料率から同年度における第1号平均保険料率を控除した率に7.2を乗じて
得た率を10で除して得た率とする。 
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１－４．都道府県単位保険料率の決定に関する関係条文② 
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保険料率の変更に関する法律上の手続 

◎健康保険法（大正11年法律第70号）（抄） 
 第160条 （略）  
  2 （略） 
  3 都道府県単位保険料率は、支部被保険者を単位として、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことが

できるものとなるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。 
    一～三 （略） 
  4・5 （略） 
  6 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が当該変更に係る都道府県に所在する支部の支

部長の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。 
  7 支部長は、前項の意見を求められた場合のほか、都道府県単位保険料率の変更が必要と認める場合には、あらかじめ、当該支

部に設けられた評議会の意見を聴いた上で、理事長に対し、当該都道府県単位保険料率の変更についての意見の申出を行うもの
とする。 

  8 協会が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければな
らない。 

  9 厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。 
  10～13 （略） 
  14 特定保険料率は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額（協会が管掌する健

康保険及び日雇特例被保険者の保険においては、その額から第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した額）の合
算額（前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額）を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の総報酬額の
総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

  15 基本保険料率は、一般保険料率から特定保険料率を控除した率を基準として、保険者が定める。 
  16 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額（協会が管掌す

る健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額）を当該年度における当該保険者が管
掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

  17 協会は、第14項及び第15項の規定により基本保険料率及び特定保険料率を定め、又は前項の規定により介護保険料率を定めた
ときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 
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１－４．都道府県単位保険料率の決定に関する関係条文③ 
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定款変更に関する法律上の手続 

◎健康保険法（大正11年法律第70号）（抄） 
 第7条の6 協会は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。 
  一～九 （略） 
  十 その他組織及び業務に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項 
  2 前項の定款の変更（厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、そ

の効力を生じない。 
  3 協会は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け

出なければならない。 
  4 協会は、定款の変更について第2項の認可を受けたとき、又は同項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更を

したときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。 
 第7条の19 次に掲げる事項については、理事長は、あらかじめ、運営委員会の議を経なければならない。 
  一 定款の変更 
  二～六 （略） 
  2・3 （略） 
 
◎健康保険法施行規則（大正15年内務省令第36号） （抄） 
 第2条の2 健康保険法（大正11年法律第70号、以下「法」という）第７条の６第１項第１０号の厚生労働省令で定める

事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第１９８条第１項の規定による命令、質問及び検査に関する事項
並びに健康保険委員（協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する
国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者から
の相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。）に関する事項とする。 

 
 第2条の3 法第７条の６第２項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 
  一 事務所の所在地の変更 
  二 前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項  
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１－５．都道府県単位保険料率及び定款の変更に関する厚生労働大臣認可について 
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◆ 平成30年2月13日本部通知【協企発第180213－03号】都道府県単位保険料率及び定款
の変更に関する厚生労働大臣認可について 

 
平成３０年度の都道府県単位保険料率及び定款の変更については、平成３０年１月２９日開催の第９０
回全国健康保険協会運営委員会の議を経たことから、平成３０年１月３０日付けで厚生労働大臣に対し
て、それぞれの変更に係る認可の申請を行いました。今般、平成３０年２月９日付けで厚生労働大臣よ
り認可を受けましたので、お知らせします。 

◎ 1月29日第90回全国健康保険協会運営委員会の議を経る 
 

◎ 1月30日本部通知【協発第180130-01号】をもって厚生労働大臣に対して、 
全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更に係る認可の申請を行う 

 

◎ 1月30日本部通知【協発第180130-03号】をもって厚生労働大臣に対して、 
全国健康保険協会の定款の変更に係る認可の申請を行う 

 

◎ 2月09日厚労省通知【厚生労働省発保0209第１号】をもって厚生労働大臣より、 
全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の変更について認可を受ける 

 

◎ 2月09日厚労省通知【厚生労働省発保0209第３号】をもって厚生労働大臣より、 
全国健康保険協会の定款の変更について認可を受ける 
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１－６．平成３０年度の特定保険料率及び基本保険料率について 
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• 健康保険の保険料率については、後期高齢者医療制度への支援金等に充てるための保険料率（特定保険
料率）と、加入者の給付費等に充てられる保険料率（基本保険料率）の内訳を示すこととなっている。 
 

• 各年度の特定保険料率及び基本保険料率については、次の算式により得た率を基準として、保険者が定
めることとなっている。 
 

 
     ・ 特定保険料率 ＝ 

 
 

     ・ 基本保険料率 ＝ 都道府県単位保険料率 － 特定保険料率 

前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等の額 － 国庫補助額 

総報酬額の総額の見込額 

現 行 

９．６９ ～ １０．４７％ 

平成30年3月賦課分～ 
（平成30年4月納付分～） 

９．６３ ～ １０．６１％ 

３．７３％ 

５．９６～６．７４％ 

特定保険料率 

基本保険料率 

３．６１％ 

６．０２～７．００％ 

※任意継続被保険者にあっては、平成３０年４月分～ 
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１－７．平成３０年度の都道府県単位保険料率について 
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都道府県名 健康保険料率 都道府県名 健康保険料率 

北 海 道  １０．２５％ 滋 賀 県   ９．８４％ 

青 森 県   ９．９６％ 京 都 府  １０．０２％ 

岩 手 県   ９．８４％ 大 阪 府  １０．１７％ 

宮 城 県  １０．０５％ 兵 庫 県  １０．１０％ 

秋 田 県  １０．１３％ 奈 良 県  １０．０３％ 

山 形 県  １０．０４％ 和 歌 山 県  １０．０８％ 

福 島 県   ９．７９％ 鳥 取 県   ９．９６％ 

茨 城 県   ９．９０％ 島 根 県  １０．１３％ 

栃 木 県   ９．９２％ 岡 山 県  １０．１５％ 

群 馬 県   ９．９１％ 広 島 県  １０．００％ 

埼 玉 県   ９．８５％ 山 口 県  １０．１８％ 

千 葉 県   ９．８９％ 徳 島 県  １０．２８％ 

東 京 都   ９．９０％ 香 川 県  １０．２３％ 

神 奈 川 県   ９．９３％ 愛 媛 県  １０．１０％ 

新 潟 県   ９．６３％ 高 知 県  １０．１４％ 

富 山 県   ９．８１％ 福 岡 県  １０．２３％ 

石 川 県  １０．０４％ 佐 賀 県  １０．６１％ 

福 井 県   ９．９８％ 長 崎 県  １０．２０％ 

山 梨 県   ９．９６％ 熊 本 県  １０．１３％ 

長 野 県   ９．７１％ 大 分 県  １０．２６％ 

岐 阜 県   ９．９１％ 宮 崎 県   ９．９７％ 

静 岡 県   ９．７７％ 鹿 児 島 県  １０．１１％ 

愛 知 県   ９．９０％ 沖 縄 県   ９．９３％ 

三 重 県   ９．９０％ ************************************************** 

平成３０年３月分（任意継続被保険者にあっては、同年４月分）の保険料額から適用 

全国平均は１０．０％であり、最低は新潟県の９．６３％ 、最高は佐賀県の１０．６１％、熊本県は高い方から１２番目。 
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１－８．平成３０年度保険料率･インセンティブ制度に関する広報について 
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＜広報の方針＞ 
平成30年度の都道府県単位保険料率については、激変緩和率や過去の精算分の影響などにより、支部によって、保険料率が上が
る、下がる、据え置きの３パターンが混在することから、昨年度同様、このことを加入者・事業主の皆さまに正確に周知する。 
平成30年度から新たに本格実施するインセンティブ制度について、制度の趣旨を含め加入者・事業主の皆さまに十分に周知する。 

ホームページ
（メールマガジン）

＜関係団体等＞
都道府県・市区町村・
事業主訪問等

加入者・事業主へ
のお知らせ

任意継続加入者
へのお知らせ

料率についてわかりやすく説明

★認可を受けて、ホームページに料額表を掲載

【2月上旬～】

◆事業主・事業主団体、健康保険委員の集まる機会を活用したきめ細かな説明
◆都道府県や市区町村、中小企業団体中央会や商工会等関係団体の広報誌への掲載依頼
◆地方紙への記事掲載のための情報提供（投げ込みなど）

2月納入告知書へ
料額表同封

30年1月 2月 3月 4月

3月納入告知書へ
チラシ同封

事業所へ
リーフレット直送

ポスター掲示

新聞広告
掲載

支部での各種広報

任継加入者へ
改定のお知らせ送付

任継加入者へ
チラシ同封

前納納付書を
対象者に送付

★料率改定の概要（予定）を掲載

【2月上旬～】

保

険

料

率

インセンティブ制度
事業所へ
リーフレット直送

ホームページ
へ概要の掲載 支部での各種広報

料率認可
（予定）
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議題２ 
 
平成３０年度支部事業計画策定 
スケジュールについて 
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２－１．平成３０年度協会けんぽの事業計画について 

14 

～平成３０年度全国健康保険協会事業計画より～ 
 

 協会けんぽに係るＰＤＣＡサイクルについては、目標設定（Plan）として、３
年間の中期計画である保険者機能強化アクションプランと、単年度計画である事
業計画が定められ、それらに基づき取組を実施（Do）し、その結果を毎年度作成
する事業報告書（決算関係書類とともに厚生労働大臣にも提出）で検証した上で、
健康保険法（大正11年法律第70号）に基づく厚生労働大臣による各事業年度の業
績評価で評価（Check）を行い、その結果を事業計画などに反映して取組を改善
（Action）していくことで実施されている。 
 

 平成30年度からは、新たに保険者機能強化アクションプラン（第４期）がス
タートし、同プランにおいては、アクションプランと事業計画の関係性を明確化
するため、アクションプランでは３年後を見据えた重要業績評価指標（KPI）を
定めるとともに、事業計画ではそれを単年度の進捗に置き換えてKPIを設定する
こととされた。 
 

 このため、本事業計画では、平成30年度の協会けんぽ運営の基本方針を定める
とともに、アクションプランの項目ごとに、主な重点施策及びそれに係るKPIを定
める。 
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２－２．平成３０年度熊本支部事業計画の流れ 
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• 保険者機能強化アクションプラン（第4期）に基づき、KPIを盛り込んだ
「平成３０年度熊本支部事業計画」を策定 

事業計画の策定（平成30年2月28日） 

•各グループでKPIを踏まえた「具体的施策」及び「数値目標」を決定 

•組織目標達成のための個人目標の設定 

具体的施策及び数値目標の決定等（平成30年3月30日） 

• 保険者機能強化アクションプラン（第4期）、平成３０年度熊本支部事
業計画、第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）及び各グループ
重点事項について、熊本支部の全ての職員が参加する支部会議を開催、
組織目標達成に向けた意識合わせを実施 

• 運用開始・進捗管理及びＰＤＣＡサイクル開始 

事業計画説明会の開催（平成30年4月4日） 

KPI【Key Performance Indicator】キーパフォーマンスインディケーター 重要業績評価指標 
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２－３．平成３０年度熊本支部事業計画及び予算の策定スケジュール 
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通
番 

項目 11月 12月 1月 2月 3月 4月 

1 評議会の開催 12/13
（第4回） 

1/18 
（第5回） 

3/23 
（第6回） 

2 予算（特別計上）の策定 
 
 

3 事業計画の策定（ＫＰＩ含む） 

4 予算（業務経費・一般管理費）の策定 

4 具体的施策及び数値目標の決定 

5 個人目標の設定 
運用 
開始 

6 事業計画説明会 

KPI【Key Performance Indicator】キーパフォーマンスインディケーター 重要業績評価指標 

4/4 

通番2と 
通番3は 
評議会で

承認 
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議題３ 
 
第２期データヘルス計画について 
 
     資料２参照 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

18 

その他（報告） 
 
（１）．九州ブロック評議会について 
 
     資料３参照 



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

（１）．九州ブロック評議会について 

19 

 
【開催日時】 平成３０年２月１４日（水） １３：３０～１６：００ 
 
【開催場所】 ＪＲ博多シティ９階会議室（福岡市博多区博多駅中央街１－１） 
 
【議題】   １．協会けんぽの課題と取り組みについて 
         ○藤井理事の講話 （意見交換） 
 
       ２．平成30年度保険料率等について 
         （意見交換） 
 
       ３．インセンティブ制度について 
         （意見交換） 
 
       ４．その他 
 
【出0席0者】 各支部評議会議長と評議員１名、及び各支部支部長の３名 
       （本部から、藤井理事が出席予定） 
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その他（報告） 
 
（２）．後期高齢者医療制度について 
 
     当日配付資料参照 
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（２）－１．日本の人口の推移 
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平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
38％台の水準になると推計されている。

人口（万人）

生産年齢
人口割合

51.4%

高齢化率
38.4%

合計特殊
出生率
1.44

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2016 2025 2035 2045 2055 2065

生産年齢人口（15～64歳）割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人口60.3%

27.3%

1.44

(2016)

12,693万人

11,913

3,716

6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

（出所） 2016年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は2015年までは総務省「国勢調査」、 2016年は総務省「人口推計」 、
2016年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」（※2015年までは確定値、2016年は概数）、
2017年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」

日本の人口の推移 厚生労働省作成資料
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（２）－２．社会保障給付費の推移 
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厚生労働省作成資料
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（２）－３．国民医療費等の動向 
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平成29年11月8日
社会保障審議会医療保険部会資料



Copyright ⓒ Japan Health Insurance Association. All right reserved. 

24 

その他（報告） 
 
（３）．事業案内 
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（３）－１．ジェネリック医薬品使用促進策 ～ピンクのミニのぼり～ 

25 

＜ 参 考 ＞  
 

前回は対象者約５９,０００人に送付しており、 

通知翌月の切替率は３１.０％で全国３位！ 
切替効果額は２,４００万円／月（推計） 
（同率１位は鹿児島支部と山形支部で３１.７％） 

平成３０年１月９日 
ジェネリック医薬品使用促進を目的として、県内すべて
の保険調剤薬局８２７局に『ミニのぼり』を送付 

平成３０年２月１４日 
ジェネリック医薬品軽減額通知（年度２回実施）を 
対象者約６１,０００人に送付 
 

＜対象＞２０歳以上の加入者 
 医科：軽減可能額６００円以上  調剤：軽減可能額５０円以上 
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（３）－２．ジェネリック医薬品使用促進策 ～セミナー開催～ 
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＜メディアへの露出＞ 
 

◆熊本日日新聞 平成３０年２月１０日朝刊 
 「後発薬の安全性 理解を」と題して掲載 
 

◆くまもと経済 ３月号「ジェネリック医薬
品セミナーに約７０人」と題して掲載 

講演の様子。参加者からは概ね好評でした。 
 参加者数：７０人（医療関係者：４３人、一般：２７人） 
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（３）－３．健康経営への支援策 ～運動の習慣化で毎日を健康に～ 

27 

＜血管年齢・血圧測定ブース来場者１４５名＞ 
 多くの方にお越しいただき、健康意識啓発ができました。 

＜特別協賛の趣旨＞ 
 

◆ヘルスター健康宣言事業所約１,１００社の
うち、従業員の「運動の習慣づけの推奨」
を宣言している事業所は約６００社ある。 

 

◆協会けんぽから運動の場を提供することで、
健康経営の取り組みを支援する。 
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（３）－４．特定健診受診勧奨策 ～４０歳から７４歳までの被扶養者～ 
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イ
オ
ン
モ
ー
ル
で
の
集
団
健
診
の
お
知
ら
せ
（
左
） 

受
診
者
に
配
付
し
た
特
典

チ
ケ
ッ
ト
（
右
） 

イオンモール熊本と宇城で合計３９７人が受診しました。 

＜メディアへの露出＞ 
◆熊本日日新聞 平成３０年２月３日朝刊に 
「イオンでワオンをゲット」と題して掲載 


